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１ 岩手県保健医療計画（R6-R11）の構成



「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」
及び「在宅医療に必要な連携を担う拠点」について

２ 在宅医療について

○ 検討事項
(１) 在宅医療圏の設定

在宅医療の提供体制に求められる４つの医療機能（退院支援、日常の療養支援、急変時
の対応、看取り）を明確にして設定（現在は二次医療圏単位で設定）

(2) 在宅医療において積極的役割を担う医療機関
(3) 在宅医療に必要な連携を担う拠点

圏域内に少なくとも１つは位置付け
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３ 在宅医療において積極的役割を担う医療機関
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４ 在宅医療に必要な連携を担う拠点


